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区分 全部支給（月額） 一部支給（月額）

児童1人目のとき 42,290円 　 9,980円～
42,280円

児童2人目の
加算額  9,990円 　 5,000円～

　 9,980円　
児童3人目以降の

加算額  5,990円 　 3,000円～
　 5,980円　

対象者
1．父母が婚姻を解消した児童
2．父又は母が死亡した児童
3．父又は母が一定の障害にある児童
4．父又は母の生死が明らかでない児童
5．父又は母から1年以上遺棄されている児童
6．父又は母が裁判所から保護命令を受けている児童
7．父又は母が1年以上拘禁されている児童
8．婚姻しないで生まれた児童
9．父、母ともに不明である児童（孤児など）
支給額（平成29年4月現在）　※所得制限あり。

▶子ども医療費助成制度
対象者
　中学校卒業までの子ども（15歳になった日以後最初の3
月31日までの方）
制度の内容
　保険適用医療費の自己負担額を助成します。

▶ひとり親家庭医療費助成制度
対象者
　ひとり親家庭の父母等と、扶養されている児童（18歳に
なった日以後最初の3月31日までの方）
※所得制限あり
制度の内容
　保険適用医療費の自己負担額を助成します。

医療
住民課 医療保険･年金グループ ☎62-0561

小・中学校
教育委員会 教育課 教育指導グループ ☎72-0017

▶入学について
　教育委員会から入学前の健康診断に関するお知らせや、
入学通知を送付しています。引越し等で現在の進学予定校
区と異なることが判明した時は、お知らせください。

▶転学について
　町内での引越しや町外へ引越しする場合は通学中の学校、
引越し先市町村教育委員会へ「いつ、どこの学校へ」転校する
のかを連絡してください。
　町外から引越してきた場合は教育課へ「いつ、どこの学校
へ」通学予定なのかを連絡してください。

学校名 住所 電話番号
串本西小学校 有田411 66-0330
串本小学校 串本776 62-0039
潮岬小学校 潮岬3136 62-0506
出雲小学校 出雲1617-21 62-0186
大島小学校 須江1577-11 65-0245
橋杭小学校 串本2000-12 62-0340
西向小学校 西向638 72-0137
古座小学校 中湊160 72-0077
田原小学校 田原725 74-0811
串本西中学校 田並1300 66-0013
串本中学校 串本1620 62-0165
潮岬中学校 潮岬3349-13 62-0502
大島中学校 須江1482-1 65-0137
西向中学校 西向922 72-1675

学校一覧

※ 大島中学校は平成31年度より串本中学校と統合し、閉校
となる予定です。

入学・転学・校区外就学等

▶校区外就学について
　原則、住所によって通学する学校が指定されています。た
だし、特別な事情がある場合は、指定校以外への通学が認め
られる場合があります。詳しくは教育課へご相談ください。

　串本町に住所を有する児童生徒、町立の小学校・中学校に
就学する児童生徒に対して、経済的理由によって就学困難
と認められる者の保護者に対し、学用品費等の学校生活を
送る上で必要となる費用を援助しています。援助を受ける
に当たっては審査があります。詳しくは教育課へご相談く
ださい。

就学援助

　自転車を利用して町内の小学校・中学校に通学する児童・
生徒であり、特定の要件を満たす者の保護者に対し、費用の
一部補助、ヘルメットを支給しています。（原則校区外就学
許可者は対象としていません。）

通学費補助

▶高校等奨学金
　経済的な理由により修学が困難な者に対し、勉学を支援
することにより教育の機会均等に資することを目的とし
て、高等学校等の生徒を対象に、月額5,000円の奨学金を給
付しています。

▶大学進学等奨学金
　大学等に進学した学生の生計を維持する者が串本町に住
所を有し、経済的理由により修学が困難と認められる場合、
月額40,000円の奨学金を無利子で貸与しています。

　いずれの奨学金も給付または貸与条件がありますので、
詳しくは教育課にお問い合わせください。

奨学金
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介護保険
 福祉課 介護保険･老人福祉グループ ☎62-0562
串本町地域包括支援センター ☎62-6005

介護・福祉

　介護サービスを利用するためには、町に申請して「介護や
支援が必要である」と認定される必要があります。

▶介護保険対象者
•65歳以上の方（第1号被保険者）
　原因を問わず日常生活に介護や支援が必要となったとき
•40～64歳の方（第2号被保険者）
　 政令で定められた病気（16種類の特定疾病）により介護や
支援が必要なとき
1．申請
　介護サービスの利用を希望する方は、町の窓口で「要介護
認定」の申請を行います。（家族でも可）
◉申請に必要なもの
　要介護・要支援認定申請書（役場本庁舎・分庁舎に置いて
います）
•印鑑
•介護保険被保険者証
•健康保険被保険者証（第2号被保険者の場合）
2．認定調査
　調査員が自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を
行います。また、医師が心身の状況についての意見書を作成
します。
3．審査・判定
　訪問調査の結果によるコンピュータ判定（一次判定）と、
医師の意見書を基に「介護認定審査会」で審査（二次判定）
し、要介護状態区分の判定が行われます。
※ 「介護認定審査会」は、医療・保健・福祉の専門家で構成さ
れます。

4．認定・通知
　介護認定審査会の審査結果に基づいて「非該当（自立）」
「要支援1・2」「要介護1～5」までの区分に分けて認定され、
その結果が通知されます。

介護が必要になったら

非該当（自立） 要支援1・2 要介護1～5
介護保険のサービ
スは利用できませ
んが、介護予防教
室などの一般介護
予防事業が利用で
きます。

要支援者に対する
地域支援事業、介
護予防サービス、
地域密着型サービ
スの一部が利用で
きます。

在宅サービス、施
設サービスと地域
密着型サービスが
利用できます。

5．介護サービス・介護予防サービス計画の作成
　実際にサービスを利用する前に、認定結果を基に介護
サービスはケアマネジャー（介護支援専門員）、介護予防
サービスは地域包括支援センターで、介護サービス・介護
予防サービス計画を作成します。施設に入所して利用する
サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画
を作成して利用します。
6．サービスの利用
　介護サービス・介護予防サービス計画に基づいてサービ
スを利用します。利用者負担は原則として費用の1割（一定
以上の所得のある方は2割）です。
※ 保険料が未納の場合、給付制限があり、利用者負担が3割
になることがあります。

※ 介護保険の対象とならないサービス費用もありますの
で、サービス利用時には必ず町の窓口や担当ケアマネ
ジャーに確認してください。

kikakuzaisei
長方形
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　要介護・要支援認定を受けなくても、「基本チェックリス
ト」により国が定める基準に該当すれば、要支援1で受けら
れるサービスと同等の地域支援事業（ホームヘルプサービ
ス、デイサービス）を利用することができます。

▶総合事業対象者
•65歳以上の方（第1号被保険者）
1．申請
　総合事業の利用を希望する方は、地域包括支援センター
（☎62-6005）の窓口で申請を行います。心身の状況につい
て聞き取りを行いますので、ご本人がお越しください。

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

◉申請に必要なもの
　介護保険被保険者証
　印鑑
2．基本チェックリストと聞き取りによる判定
　25項目の簡単な質問にチェックリストで回答していただ
きます。また、その際に心身の状況などについて地域包括支
援センター職員が聞き取りを行い、国が定める基準に該当
すれば総合事業対象者として認定され、その結果が通知さ
れます。
3．介護予防ケアマネジメント計画の作成
　実際にサービスを利用する前に、地域包括支援センター
で介護予防ケアマネジメント計画を作成します。
4．サービスの利用
　介護予防ケアマネジメント計画に基づいてサービスを利
用します。利用者負担は要支援・要介護認定を受けた場合と
同様となっています。
※ 総合事業の対象となるサービスは地域支援事業のみとな
ります。福祉用具の貸与・購入や住宅改修などは対象外と
なりますのでご注意ください。
◉1ヵ月のサービス利用額の目安
　1ヵ月に地域支援事業のサービスで利用できる上限（支給
限度額）は5万30円まで（要支援1と同等）となります。限度
額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己
負担となります。

▶ケアプランの作成や居宅サービス利用に係る支援
居宅介護支援
　要介護の方を対象に、ケアマネジャーに居宅介護サービ
ス計画を作成してもらうほか、居宅介護サービスの利用支
援が受けられます。
介護予防支援
　要支援の方を対象に、地域包括支援センターの職員など
に介護予防サービス計画を作成してもらうほか、介護予防
サービスの利用支援が受けられます。

▶居宅サービス
訪問介護　〔ホームヘルプ〕
　ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、食事、入浴、排
せつなどの身体介護や、調理、洗濯、掃除などの生活援助が
受けられます。
訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
　自宅に浴槽を持ち込んでもらうなど、入浴の介助が受け
られます。
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
　リハビリテーションの専門家に訪問してもらい、自宅で
リハビリテーションが受けられます。

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
　医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、
薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導が受けられます。
訪問看護、介護予防訪問看護
　看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の
管理などが受けられます。
通所介護　〔デイサービス〕
　デイサービスセンター（日帰り介護施設）に通い、食事、入
浴などの介護や機能訓練、レクリエーションが受けられま
す。
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーショ
ン　〔デイケア〕
　介護老人保健施設や病院・診療所で、機能訓練などが日帰
りで受けられます。
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護　〔ショート
ステイ〕
　介護老人福祉施設などに短期入所して、食事・入浴などの
介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護　〔医療型
ショートステイ〕
　介護老人保健施設などに短期入所して、医療によるケア
や介護、機能訓練などが受けられます。

居宅サービスの1ヵ月の支給限度額の目安
要介護度 支給限度額（月額）
要支援1     5万30円
要支援2 10万4,730円
要介護1 16万6,920円
要介護2 19万6,160円
要介護3 26万9,310円
要介護4 30万8,060円
要介護5   36万650円

◉1ヵ月のサービス利用額の目安
　要介護状態区分ごとに1ヵ月に居宅サービスで利用でき
る上限（支給限度額）が設定されています。限度額を超えた
サービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となり
ます。

介護保険で利用できるサービス
 福祉課 介護保険・老人福祉グループ ☎62-0562
串本町地域包括支援センター ☎62-6005
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特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
　有料老人ホームなどに入所している方が受けられるサー
ビスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられま
す。サービスは、包括型（一般型）と外部サービス利用型に区
分されます。
※ 介護予防サービスは、要支援1・2の方を対象としています
ので、状態の改善と悪化の予防を目的とした内容となり
ます。

▶施設サービス
介護老人福祉施設　〔特別養護老人ホーム〕
　日常生活において常時介護が必要で、自宅での介護が困
難な方が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や
健康管理が受けられます。（新規入所は、原則、要介護3以上）
介護老人保健施設　〔老人保健施設〕
　病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいた介護
が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで介護
や看護、リハビリテーションが受けられます。
介護療養型医療施設　〔療養病床など〕
　急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期
間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の
整った医療施設（病院）で、医療や看護などが受けられます。
※要支援1・2の方は施設サービスを利用できません。

▶地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護）
　小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来て
もらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられ
ます。
地域密着型通所介護
　定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴など
の介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生
活介護　※要支援2のみ）　〔グループホーム〕
　認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場（住居）
で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
※  要支援1・2の方が利用できるサービスは、（）書きのもので
す。
※ 上記のほかにも、地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護などがあります。新規に入所できるのは、原則要介
護3以上の方です。

▶福祉用具貸与・購入、住宅改修
福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与）
　心身の機能が低下した方に、日常生活の自立を助ける用
具を貸し出します。
〔車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防
止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト
（つり具の部分を除く）、自動排泄処理装置（※要介護4・5の
方のみ）、＊手すり、＊スロープ、＊歩行器、＊歩行補助つえ〕
※ 要支援1・2、要介護1の方は、原則として＊の用具のみの
利用となります。

特定福祉用具購入（特定介護予防福祉用具購入）
　対象となる福祉用具（腰掛便座、入浴補助用具など）の購
入費を支給します。（上限は年間10万円）
※ 事業者指定制度が導入され、県の指定を受けていない販
売業者から購入した福祉用具は保険給付の対象外となり
ます。

居宅介護住宅改修（介護予防住宅改修）
　対象となる改修（手すりの取り付け、段差の解消など）の
費用を支給します。（上限20万円）
※事前の申請が必要です。

▶地域支援事業
介護予防・生活支援サービス事業
　要支援1・2の方及び基本チェックリストにより対象者と
なった方について、掃除・洗濯等の日常生活上の支援を受け
られる訪問型サービスや、機能訓練や集いの場などの通所
型サービス、適切にサービスを受けるための介護予防ケア
マネジメント計画作成等のサービスが受けられます。
一般介護予防事業
　65歳以上の方及びその支援のための活動に係わる方を対
象に、介護予防教室などが受けられます。
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　認知症・知的障害・精神障害により、物事を判断する能力
が十分でない高齢者の権利を守るために「成年後見人等（援
護者）」を選ぶことで、高齢者を法律的に支援する制度＝成
年後見制度の申請のご相談を受けます。
対象者
　判断の能力が不十分な認知症・知的障害および精神障害
のある高齢者（65歳以上の方）
※ 家庭裁判所の審判申し立てに要する費用は必要です。た
だし、配偶者または4親等以内の親族がいないか、音信不
通の状況にあるなどの事情がある方については、別途審
査します。

高齢者の成年後見制度利用についての相談受付

　高齢者虐待を疑われるような場面に出会った場合、見て
見ぬふりをすることは、法律的にもルール違反であること
が平成18年4月に施行された「高齢者虐待防止法」に明記さ
れました（通報義務）。ご相談いただいた方に関する情報は、
守秘義務により、外に漏れることはありません。虐待かどう
かの判断は、情報を確かめ、公的機関で行います。
　何か心配なことに気付いた場合は、地域包括支援セン
ターにご相談ください。

高齢者虐待防止に関する相談受付

　認知症の方や家族が安心して暮らし続けることができる
よう、認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見
守り、状況に応じて声かけ等ができる「認知症サポーター」
の養成講座を随時開催しています。
　講師は地域包括支援センターの職員で、認知症について
専門的な知識を持つ講師「キャラバンメイト」を派遣しま
す。
対象
　会社・自治会・学校・サークルなど
※講師派遣、受講は無料です。

認知症サポーターの養成

　地域包括支援センターでは、高齢者の困りごとや心配な
こと、介護保険の利用方法などのご相談を受けています。

▶ 要支援1及び2の認定を受けた方と介護予防・生
活支援サービス事業対象者（65歳以上で、基本
チェックリストの基準に該当した方）のケアマネ
ジメント

　ヘルパーやデイサービスなどの利用に関するケアマネジ
メントを行っています。

総合相談

　高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として、
主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師等が中心となって
専門知識を活かし、介護予防ケアマネジメントをはじめ総
合的な相談や権利擁護など、さまざまな支援を行います。高
齢者の皆さんが健やかに住み慣れた地域で生活を続けてい
くためにも、地域包括支援センターをご利用ください。

串本町地域包括支援センター
串本町地域包括支援センター ☎62-6005
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　外出が困難な在宅の高齢者に対して、訪問による理容・美容サー
ビスを実施し、清潔で快適な在宅生活を送れるよう支援します。
対象者
　「ねたきり老人等扶養手当」の対象者と同じ
利用者負担
　1回あたり　2,000円
利用回数
　 最大4回／年 
※申請書の提出月に応じて利用回数が異なります。 
※毎年申請が必要です。

高齢者訪問理・美容サービス事業

　長年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、その長寿
を祝福するため、節目となる年齢の方に祝金を支給します。ま
た、敬老会事業として、90歳以上の方に記念品を贈呈します。
敬老祝金
•77歳　 5,000円　　•88歳　　　  7,000円
•99歳　10,000円　　•100歳以上　20,000円
敬老会記念品
•90歳以上94歳未満　 3,000円（商品券）
•95歳以上100歳未満　5,000円（商品券）
•100歳以上　　　　 10,000円（商品券）

敬老祝金・敬老会事業

　高齢者が仲間づくりを通じて、健康づくりや社会活動に
取り組み、生きがいをもって過ごしていただくため、各地域
の老人クラブ（46団体）の活動と、その老人クラブで構成す
る老人クラブ連合会の活動を支援しています。

老人クラブ

　地域での高齢者の健康増進、教養の向上とレクリエー
ションのための場を提供する集会所的施設です。65歳以上
の方が利用できます。

老人憩の家

名称 所在地
串本町老人憩の家「わかしお」串本町串本1252番地

串本町老人憩の家「鶴ケ浜」
串本町西向1493番地1
※ 現在、旧西向幼稚園を代替
施設としています。

串本町老人憩の家「福寿荘」串本町姫718番地

対象者
　住民税非課税世帯に属する67～69歳の方で、収入･資産
等の要件をすべて満たす方
制度の内容
　保険適用医療費の自己負担額を通常の3割から2割負担に
軽減します。

老人医療費助成制度
住民課 医療保険･年金グループ ☎62-0561

高齢者の福祉
福祉課 介護保険・老人福祉グループ ☎62-0562
住民課 医療保険･年金グループ ☎62-0561

　一人暮らしの高齢者等の急病や事故等の緊急事態に対処
し、日常生活における不安の解消及び安全の確保を図るた
め、緊急通報システム装置を設置します。
対象者
　在宅の65歳以上の心身病弱な独居高齢者または高齢者の
みの世帯で、継続して安否の確認を要する方
利用者負担
　設置費用は無料（電話回線等の通話料は別途必要）
　※申請が必要です。

緊急通報システム運営事業

　75歳以上の独居高齢者世帯等に対し住宅用火災警報器の
設置を支援し、生命及び財産を火災の被害から守ります。
　※申請が必要です。

火災警報器取付け支援事業

対象者
　ねたきり老人等（下記のすべてに該当する方）を介護して
いる方で、串本町に1年以上住所を有する方に支給します。
• 要介護4または要介護5の認定を受けており、居宅におい
て寝たきり状態にある方
• 在宅で介助がなければ食事や排せつ等の日常生活に支障
があると医師が認めた方
　※申請が必要です。
手当額　年額60,000円（月額5,000円）
支給月　9月、3月

ねたきり老人等扶養手当

　在宅において要介護1～5と認定された高齢者を介護し
ている家族に、紙おむつや尿取りパットを支給することに
よって経済的負担の軽減を図ります。
支給限度
• 要介護4～5で世帯全員が市町村民税非課税の場合、年間
75,000円分までの紙おむつ等を支給します。
• 常時失禁状態の要介護1～5までの方で、世帯全員が所得
税非課税である場合、年間55,000円分までの紙おむつ等
を支給します。
　※毎年申請が必要です。

家族介護用品支給事業

　在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができ
るよう、指定サービス業者が弁当を届け、安否確認を行いま
す。配食回数は1日2回までです。
対象者
　高齢者のひとり暮らし、高齢者のみの世帯またはそれに準
ずる世帯に属する高齢者等で、調理することが困難な方です。
利用者負担
　1食あたり　500円
　※申請が必要です。

配食サービス事業



48

交付申請手続
　申請は、病院に初めてかかった日（初診）から6ヵ月以上
たった日からできます。
　医師の診断書か障害年金証書の写しなどが必要です。（診
断書が必要な方は主治医にご相談ください。）
　手帳の有効期限は2年間で、2年ごとに更新申請が必要で
す。申請する際、一度福祉課にご相談ください。
障害程度の区分
　精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判
定し、日常生活に支障をきたす程度が強い順に1級から3級
に区分されます。

▶身体障害者手帳
　身体に永続すると認められる障がいがある方に、和歌山
県より身体障害者手帳が交付されます。
交付申請手続
　交付申請書、写真1枚、診断書（身体障害者福祉法第15条
における指定医師が書いたもの）を福祉課窓口に提出して
ください。
障害程度の区分
　障害の程度によって、1級から6級に区分されます。

▶療育手帳
　知的障がい者（児）への一貫した指導、相談を行い、種々
の援助措置が受けられるよう、和歌山県より知的障がい者
（児）に療育手帳が交付されます。
交付申請手続
　交付申請書、写真1枚、診断書（18歳未満）、相談調査票（18
歳以上）を福祉課窓口に提出してください。
障害程度の区分
　知的障害の程度が、最重度の場合は「A1」、重度の場合は
「A2」、中度の場合は「B1」、軽度の場合は「B2」と区分されま
す。

▶精神障害者保健福祉手帳
　一定の精神障害の状態にあることを認定して精神障害者
保健福祉手帳を交付することにより、精神障がい者の社会
復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とし
ています。

　障がい者・障がい児がその有する能力と適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障
害福祉サービスにかかる給付その他の支援を行います。それにより、福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず相
互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的としています。

障がい者の福祉
福祉課 障害福祉グループ ☎62-0562
住民課 医療保険･年金グループ ☎62-0561

　障がいのある方に対し福祉タクシー利用券を交付し、初
乗りの基本料金を助成します。（年間12枚）
対象者
　町内に継続して3ヵ月以上居住している、次のいずれかに
該当する方
• 身体障害者手帳の等級が1級若しくは2級の方、又は種別
が第1種のうち在宅介助を要する方
•療育手帳の程度がＡ判定のうち在宅の方
•精神障害者保健福祉手帳の等級が1級のうち在宅の方

福祉タクシー事業

各種障害手帳

▶居宅介護（ホームヘルプ）
　自宅で、入浴や排せつ、食事の介護など、生活全般にわた
る介護サービスを行います。

障害福祉サービス
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▶移動支援
　障がいのある方のうち、屋外での移動が困難な方に外出
のための支援を行います。

▶日中一時支援
　障がいのある方を障害福祉サービス事業所等で支援する
ことにより、日中における活動の場を提供し、家族の就労支
援や介護負担の一時的な軽減を図ります。

その他の日常生活支援等

▶児童発達支援事業
　療育の観点から集団療育または個別療育を行う必要性が
あると認められる未就学の障がいのある児童に対し、日常
生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生
活への適応訓練などの支援を行います。

▶医療型児童発達支援事業
　肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練または医学
的管理下での支援が必要と認められた未就学児に対して、
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集
団生活への適応訓練などの支援を行います。また、身体の状
況により治療も行います。

▶放課後等デイサービス事業
　就学しており、授業の終了後または学校が休みの時など
に支援が必要と認められた障がいのある児童に対し、生活
能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その
他必要な支援を行います。

▶保育所等訪問支援事業
　障がい児施設などで指導経験がある児童指導員や保育
士が保育所を訪問し、障がいのある児童や保育所などのス
タッフに対して、障がいのある児童が集団生活に適応する
ための専門的な支援を行います。

障害児通所支援事業

▶重度訪問介護
　重度の肢体不自由があり常に介護が必要な方に、自宅で
の介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。

▶同行援護
　視覚障害により移動が困難な方に、外出時の移動の支援
やその他の外出する際に必要な援助を行います。

▶行動援護
　知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護
の必要な方に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危
険回避のための援護などを行います。

▶重度障害者等包括支援
　常に介護を必要とする方の中でも介護の必要性が特に高
い方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供
します。

▶短期入所
　自宅で介護を行う方が病気の場合などに、短期の入所に
よる入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

▶生活介護
　常に介護を必要とする方に、主に日中に障害者支援施設
などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生
産活動の機会の提供などを行います。

▶療養介護
　病院などの施設で、主に日中に機能訓練や療養上の管理、
看護、介護、日常生活上の援助などを行います。

▶自立訓練（機能訓練・生活訓練）
　自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や
生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づ
き行います。

▶就労移行支援
　就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力の向上の
ための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づ
き行います。

▶就労継続支援（A型・B型）
　一般企業などで雇用されることが困難な方に、働く場の
提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行い
ます。

▶共同生活援助（グループホーム）
　障がいがある方に、地域の共同生活の場において、相談や
日常生活上の援助を行います。

▶施設入所支援
　介護が必要な方や通所が困難な方で、自立訓練または就
労移行支援のサービスを利用している方に、居住の場を提
供し、夜間における日常生活上の支援を行います。

▶日常生活用具の給付等
　障がいのある方に、障害の内容や程度に応じて日常生活
用具を給付または貸与することにより、日常生活の便宜を
図ります。（ただし、介護保険による給付を受けることがで
きる場合は対象となりません。）
•日常生活用具… 特殊寝台、入浴補助用具、ネブライザー、

ストーマ装具、紙おむつ　など

▶補装具費の支給
　身体障害者手帳を所持する方に、障がいにより失われた
機能を補うための補装具の購入費・修理費を支給します。
（ただし、一部介護保険が優先します。）
•補装具… 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、

歩行補助つえ、補聴器　など

▶住宅改修費の助成
　一定の障がいのある方が、手すりの取り付けや床の段差
解消などの住環境を整備する場合、費用の一部を助成しま
す。（ただし、介護保険が優先します。）

▶自動車改造の助成
　一定の障がいのある方が、就労などのために自分が所有
し運転する自動車の操向装置および駆動装置などの一部を
改造する場合の費用に対して、10万円を限度として助成し
ます。（所得制限あり）

▶手話通訳者等の派遣
　聴覚、言語機能、音声機能などに障害のある方のコミュニ
ケーション支援のため、手話通訳者や手話奉仕員、要約筆記
者を派遣します。
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県の手当、町の手当
手当の種類 支給要件 支給額等

県
の
手
当
等

特別児童
扶養手当

20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害、もしくは
長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父
もしくは母、または父母に代わって児童を養育し、主として対象児
童の生計を維持している方に支給されます。（所得による支給制限
あり）

1級　月額51,450円
2級　月額34,270円

障害児
福祉手当

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時
介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されま
す。（所得による支給制限あり）

月額14,580円

特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の重複障害があるため、日常生活にお
いて常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の障がい者（20
歳以上）に支給されます。（所得による支給制限あり）

月額26,810円

福祉手当
（経過措置分）

従来の福祉手当受給資格者のうち公的年金も支給されない方に支
給されます。（所得による支給制限あり）
※ ただし、次の場合には手当を受給できません。
　• 障害を支給事由とする給付で、政令で定めるものを受けること

ができるとき
　• 身体障害者療護施設その他これに類する施設などに入所して

いるとき

月額14,580円

心身障害者
扶養共済

障がいのある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一（死亡・
重度障害）のことがあったときに、障がいのある方に終身にわたり一定額の年金を支給します。県の
条例に基づいて実施されています。

手当の種類 支給要件 支給額等

町
の
手
当
等

身体障害者等
福祉年金

身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する20歳以
上の方のうち障がい程度等級が1級の方、または療育手帳を所持す
る20歳以上の方に支給します。ただし、年間所得が10万円以上ある
方は対象となりません。

年額3万円

心身障害児
福祉年金

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所持す
る児童を監護している方や特別児童扶養手当を受給している方に
支給します。

年額3万円

心身障害児
福祉手当

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所持す
る20歳以下の方のうち、児童手当や重度心身障害児（者）医療費助
成制度を受けている方以外の方に手当を支給します。

・在宅の心身障がい児
 年額48,400円
・在宅以外の心身障がい児
 年額14,600円

心身障害児
奨学金

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所持す
る6歳から20歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある方
で、町長が認める町外の学校に通学している方に支給します。

年額15,600円

▶重度心身障害児（者）医療費助成制度
対象者
　• 身体障害者手帳1級、2級、3級
　• 療育手帳A判定
　•特別児童扶養手当1級
　•精神障害者保健福祉手帳1級、2級
　※所得制限あり
制度の内容
　 保険適用医療費の自己負担額を助成します。
※ 身体障害者手帳3級は住民税非課税世帯の入院にかかる
医療費のみ助成

医療
住民課 医療保険･年金グループ ☎62-0561 ▶自立支援医療（更生医療）

　18歳以上の身体障がい者に、その障害を軽減して日常生
活能力、就業能力を回復・改善することを目的とし、その治
療（手術）にかかる医療費を助成します。

▶自立支援医療（育成医療）
　身体に障がいを有するまたは現存する疾患を放置した場
合に身体に障害が残ると認められる18歳未満の児童で、生
活能力を得るため、手術などにより確実な治療効果の見込
みのある方に、指定された医療機関での治療にかかる医療
費を助成します。原則、医療費の1割が自己負担となります
が、所得により自己負担の上限があります。

▶自立支援医療（精神通院医療）
　精神に障がいのある方で、継続的に通院による医療の必
要がある方に、指定された医療機関での治療にかかる医療
費を助成します。原則、医療費の1割が自己負担となります
が、所得により自己負担の上限があります。

福祉課 障害福祉グループ ☎62-0562
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ひきこもり者支援
福祉課 ☎62-0562

　仕事や学校に行けておらず、かつ家族以外の人との交流
がほとんどできずに、6ヵ月以上続けて自宅に引きこもって
いる状態の15歳以上の方を対象に、ご本人やご家族からの
相談、社会体験活動への参加など支援し、「居場所」を提供す
ることを目的とした、ひきこもり者社会参加支援センター
が開設されています。見学や体験をご希望の方は、下記にお
問い合わせください。
◉ひきこもり者社会参加支援センター「あづまプラッツ」
　〒647-0073　新宮市木ノ川169-3
　☎・℻   0735-31-7730

生活保護制度
福祉課 ☎62-0562

　生活保護制度は、憲法25条の理念に基づき、暮らしに困っ
ている世帯に最低限度の生活を保障するため必要な給付を
行うとともに、自分たちの力で生活していけるよう支援す
ることを目的としています。保護の決定は、和歌山県が行い
ます。詳しくは福祉課にご相談ください。

生活困窮者自立支援制度
福祉課 ☎62-0562

　生活保護に至る前の生活困窮者からの相談に応じ、必要
な情報提供と助言を行うとともに、生活困窮者に対する自
立の促進を図ります。

民生委員・児童委員
福祉課 ☎62-0562

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣の委嘱を受け、高齢
者や障がい者、子育て家庭、生活困窮者など、援助を必要と
している地域住民のよき相談相手となり、関係機関とのパ
イプ役として、地域福祉の推進のために活動しています。
　また、民生委員・児童委員のうち主任児童委員に指名され
た委員は、児童福祉に関する相談を専門的に担当していま
す。
　いずれも秘密を厳守しますので、相談者のプライバシー
は守られます。

民生委員・児童委員（主任児童委員）

その他

　地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の
拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、相談員
を配置し、日常生活の悩みや不安等について相談に応じて
います。
　また、毎週火曜日に和深地域（田子～里川）の65歳以上の
元気老人を対象としたデイサービス事業を行い、地域住民
の交流を図りながら生きがいづくりや介護予防に取り組ん
でいます。

串本町立和深総合センター
串本町立和深総合センター ☎67-0174

　下記に該当される方に対し、串本町温泉浴場「サンゴの
湯」の優待入浴券を発行しています。（通常入浴料　大人
410円）
　◎200円割引券
　　　対象者　町内に住所を有する70歳以上の方
　◎300円割引券
　　　対象者　生活保護法適用者
　　　　　　　身体障害者福祉法適用者
　　　　　　　 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交

付を受けている方
　※ 優待入浴券の発行を希望される方は、対象となること

がわかるもの（保険証、障害者手帳等）と印鑑をご用意
のうえ、役場窓口で申請をしてください。

　※ 優待入浴券は入浴する際に必ず提示してください。 
提示されない場合は適用されませんので、ご注意くだ
さい。

サンゴの湯優待入浴券
企画課 ☎62-0556

　下記に該当される方は、バス利用料が半額の100円にな
ります。
•障害者手帳等をお持ちの方
• 介護保険の要介護、要支援または事業対象者の認定を受
けた方

• 要介護者等又は「介護付用」の表示がある障害者手帳を所
持されている方と同乗される介護者の方

※ 乗車時に対象であることがわかる保険証または手帳を必
ず提示してください。提示されない場合は適用されませ
んので、ご注意ください。

串本町コミュニティバス料金の割引
企画課 ☎62-0556


